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国会では障害者基本法改正案が衆議院で可決され、残すは参議院での審議のみとなり、国会承認を間近に控えています。この障害者制度改革の流れは、何よりその基調として国連・障害者権利条約の理念、すなわち障害のある人もない人も平等な権利が保障される社会の実現が求められます。どんな障害を持つ人でも地域で生活する権利、同じ場で共に学ぶインクルーシブ教育の実現、その他情報保障、就労保障等、全般にわたって、その権利が保障されなければなりません。とりわけ、障害者への差別・偏見が解消されない現状において、幼い頃から同じ場所で共に過ごすことを通じて相互理解が図られていく重要性は言うまでもなく、学校教育において共に生き育ち学ぶ教育システムを実現していかなければなりません。
しかし、兵庫県においては特別支援学校が増加しており、国の制度改革の流れとは逆行する状況にあります。障害者施策の大きな転換にあたり、改めて、以下要望ならびに質問するものであり、真摯に回答されるようお願いします。
【阪神昆陽特別支援学校(仮称)について】
平成24年度開校予定の阪神昆陽特別支援学校(仮称)は県立阪神昆陽高等学校と同じ敷地内に設置されると聞きます。そして従来以上の交流・共同学習を行う事により、兵庫県教育委員会は「ノーマライゼーションの礎になる学校」と位置付けられていますが、その点について下記の点に回答されるようお願いします。

1 6月末に示された概要には、設置趣旨として、「兵庫県特別支援教育推進計画に基づき・・」とありますが、同計画に具体的には、「高等部を中心に在籍者の増加が著しい阪神地域の規模過大校への対応」とされ、「高等学校との連携」の項に「調査研究協力校」を指定しての「共同学習・施設の活用」とされているだけです。「ノーマライゼーション」と位置付けられるなら、計画全体の基調として「ノーマライゼーションの進展」について位置付け、短期・中長期の具体的な推進の見通しを計画の中で触れるべきではありませんか。改めて兵庫県教育委員会として「ノーマライゼーション」とは何かを答えて下さい。それを進展させるとは、具体的にどういう事なのか述べて下さい。

2 私たちは概要を見る限り、「ノーマライゼーションの礎」とは全く思いません。両校の生徒は同じ校歌を歌うのですか。なぜ玄関は別々にあるのですか。

3 百歩譲り、仮に「ノーマライゼーションの礎」だとするなら、一部の生徒だけ、自力通が可能で、一般就労を目指す「知的」障害児だけに「ノーマライゼーション」が実現されることは、障害種別による差別、能力に基づく差別と言えます。兵庫県教育委員会自らが「礎」とされるなら、今後どのように県下すべての特別支援学校にも「ノーマライゼーション」を実現されるのか、具体的な計画を述べて下さい。
4 仮称・阪神昆陽高等学校、同特別支援学校、そして来年度から3年間に限りますが市立伊丹子高校の生徒と、同じ敷地内に三つの学校の生徒が存在する事は正常な状態だと考えられますか。元々、旧武庫之荘高校跡地は極めて交通アクセスにおいても悪い条件にあり、経済効率のみを優先した施策と考えます。
【今後の施策について】
1 兵庫県教育委員会は、「特別支援学校の希望者が増加している」と昨年度の対話集会で回答されました。なぜ増加しているのか。それは、普通学校にも通う事が可能であるとの積極的な広報や普通校で障害児を受け入れるための積極的な条件整備が図られていないと言う、貴局の基本姿勢によるものだと認識はありませんか。

2 改正障害者基本法には、「年齢・能力に応じ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるよう、障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ・・・」とある。6月16日国会衆議院での質疑に対して文科省副大臣は「可能な限り同じ教室で共に学ぶ事を目指すもの」と答弁している。兵庫県教育委員会として、｢共に生きる教育指針｣(仮称)を策定して下さい。
3 これ以上、特別支援学校を新設しないでください。そして現在、特別支援学校に在籍する生徒が、居住地の地域の普通学校に通えるための条件整備を具体的に検討して下さい。

4 特別支援教育においても、ノーマライゼーションを推進するとの決意を兵庫県教育委員会として持たれているなら、「同じ教室で共に学ぶ教育」の実現を目指すために、特別支援教育推進計画を大幅に根本的に見直され、その条件整備等も含めた長期計画策定に向けた検討を開始して下さい。
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